
成30年度予算概算要求に伴う関係3省の「平
成30年度税制改正要望」が出揃った。昨年、

消費税率10％への引き上げ再延期が決定し、与党税
制改正大綱によって車体課税の抜本見直しが平成31
年度税制改正までに行われることとなったことを踏
まえ、関係3省では抜本見直しを見据えながら要望
を取りまとめた格好だ。
　経済産業省は、昨年の大綱を踏まえ、自動車税の
税率引き下げなど「車体課税の抜本見直し」に絞り
込んで要望。自動車ユーザーの負担軽減や簡素化な
どを目指す。国土交通省は、「先進安全技術を搭載
したトラック・バスの特例措置の拡充・延長」や「バ
リアフリー車両の特例措置の延長」など個別項目を
要望した。環境省は、「車体課税の一層のグリーン
化の推進」を要望した。
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税の当分の間税率の廃止を前提にしつつ、自動車
税の税率引下げ等の車体課税の抜本的な見直しに
向けた検討を行い、必要な措置を講ずる。

【平成29年度与党税制改正大綱】（抜粋）
　消費税率10％への引上げの前後における駆
け込み需要及び反動減対策に万全を期す必要
があり、自動車をめぐるグローバルな環境、
自動車に係る行政サービス等を踏まえ、簡素
化、自動車ユーザーの負担の軽減、グリーン
化、登録車と軽自動車との課税のバランスを
図る観点から、平成31年度税制改正までに、
安定的な財源を確保し、地方財政に影響を与
えないよう配慮しつつ、自動車の保有に係る
税負担の軽減に関し総合的な検討を行い、必
要な措置を講ずる。

平

◇自動車取得税の免税点に係る特例措置の延長（自
動車取得税）

・中古車流通の円滑化を通じ、省資源化及び循環型
社会形成を促進する観点から、自動車取得税の免
税点に係る特例措置について、適用期限の延長（１
年６カ月間）を図る。

◇先進的省エネ・再エネ投資促進税制の創設（法人
税・法人住民税・所得税・事業税）

【経済産業省】

◇車体課税の抜本見直し（自動車取得税、自動車重
量税、自動車税、軽自動車税）

・平成29年度与党税制改正大綱等を踏まえ、ユーザ
ー負担の軽減や簡素化等の観点から、自動車重量
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年）を図る。

【国土交通省】

◇先進安全技術を搭載したトラック・バスに係る特
例措置の拡充・延長（自動車重量税・自動車取得
税）

・交通事故の防止及び被害の軽減のため、衝突被害
軽減ブレーキ、車両安定性制御装置を搭載したト
ラック・バスに係る特例措置を自動車重量税につ
いて３年間延長する。また、車線逸脱警報装置を
備えたトラック・バスに係る特例措置の対象を拡
充する。

◇バリアフリー車両に係る特例措置の延長（自動車
重量税）

・高齢者、障害者等の移動上の利便性及び安全性の
向上を図るため、バリアフリー車両（ノンステッ
プバス、リフト付きバス、ユニバーサルデザイン
タクシー）に係る特例措置を３年間延長する。

◇自動車取得税の免税点に係る特例措置の延長（自
動車取得税）

・2030年度のエネルギーミックス実現に向け、省エ
ネ投資促進によるエネルギー効率改善及び再エネ
のさらなる導入拡大を進めることが重要。

・そのため、①省エネ法と連動した大規模又は高度
な省エネ取組や、②再エネの自立化・長期安定化
に資する投資を促進し、エネルギー利用の最適
化・自給率向上を促進する税制措置を新設。

・適用期限は平成31年度末まで。
◇バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例
の延長（揮発油税）

・地球温暖化対策の観点からバイオ由来燃料を混合
したガソリンの普及を促進するため、バイオ由来
燃料を混合してガソリンを製造した場合に、当該
混合分に係る揮発油税及び地方揮発油税を免税す
る措置について、適用期限の延長（５年間）を図る。
◇公共の危害防止のために設置された施設又は設備
に係る課税標準の特例措置の延長（固定資産税）

・事業者の公害防止対策に対する取組の促進を図る
ため、事業者が設置する公害防止施設に係る固定
資産税の軽減措置について、適用期間の延長（２
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揮発油税等について、グリーン化の観点から「当
分の間税率」を維持し、その税収を地球温暖化対
策等に優先的に充当する。

〇自動車環境対策
・地球温暖化対策・公害対策の一層の推進、汚染者

負担の性格を踏まえた公害健康被害補償のための
安定財源確保の観点から、車体課税の一層のグリ
ーン化を推進する。

◇公共の危害防止のために設置された施設又は設備
（廃棄物処理施設、汚水・廃液処理施設）に係る
課税標準の特例措置の延長（固定資産税）

・公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準につ
いて、ごみ処理施設については１／２、一般廃棄
物の最終処分場については２／３、PCB廃棄物等
処理施設、石綿含有産業廃棄物等処理施設につい
ては１／３、汚水・廃液処理施設については１／
３を参酌して１／６以上１／２以下の範囲内にお
いて市町村条例で定める割合とする特例措置につ
いて、適用期限を２年間延長する。

（日本自動車会議所まとめ）

・省資源化及び循環型社会形成の促進等の観点か
ら、中古自動車の流通の活性化を図るため、自動
車取得税の免税点に係る特例措置を１年６カ月間
延長する。
◇公共の危害防止のために設置された施設又は設備
に係る課税標準の特例措置の延長（固定資産税）

・地球環境の保護及び公害の防止を図るため、自動
車整備事業者等が取得する廃油処理装置等に係る
課税標準の特例措置を２年間延長する。

【環境省】

◇税制全体のグリーン化の推進
　持続可能な社会を構築するため、低炭素・循環
型・自然共生など幅広い環境分野において税制全体
のグリーン化を推進する。
〇地球温暖化対策
・「地球温暖化対策のための税」を着実に実施し、

省エネルギー対策、再生可能エネルギー普及、化
石燃料のクリーン化・効率化などのエネルギー起
源二酸化炭素排出抑制の諸施策に充当する。また、


